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そ
の
他
の
議
案

一
分
団
、
三
分
団
、
本
部

に
消
防
車
両
を
購
入

災
害
発
生
時
の
機
動
力
向
上

（
全
員
賛
成
で
可
決
）

　

現
在
分
団
に
は
そ
れ
ぞ
れ

ポ
ン
プ
自
動
車
が
配
備
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
１

分
団
の
ポ
ン
プ
車
は
購
入
か

ら
18
年
、
３
分
団
の
ポ
ン
プ

車
は
16
年
が
経
過
し
、
修
理

用
の
部
品
等
も
不
足
が
ち
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
今
回
、

国
の
地
域
活
性
化
・
緊
急
経

済
対
策
臨
時
交
付
金
事
業
を

利
用
し
て
更
新
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
本
部

（
役
場
内
）
の
小
型
動
力
ポ
ン

プ
積
載
車
も
購
入
か
ら
17
年

が
経
過
し
て
い
る
た
め
、
一

緒
に
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
２
分
団
は
平
成
12

年
、
５
分
団
は
平
成
14
年
、

４
分
団
は
平
成
15
年
に
今
回

と
同
型
の
ポ
ン
プ
車
に
更
新

さ
れ
て
い
ま
す
。

４つの施設の指定管理者を選定
　町は、平成１６年度、鞍手駅関連施設の管理運営業務を効率的に行うため「指定管理者制度」を導入し、その
後４つの公の施設についても順次導入してきました。４施設については、平成２２年３月末に指定期間が満了す
るため、４月以降の指定管理者を選定したものです。それぞれの施設の指定管理者は、次のとおりです。

１分団、３分団に配備されるポンプ車本部配備の小型動力ポンプ積載車

【鞍手町総合福祉センター】
指定管理者　鞍手町社会福祉協議会
　　　　　　会長　松尾　徹
　　　　　　鞍手町大字新延

指定期間　　平成２２年 4月　１日から
　　　　　　平成２４年３月３１日まで

【鞍手町営葬斎場】
指定管理者　富士建設工業株式会社
　　　　　　代表取締役　鳴海　武徳
　　　　　　新潟県新潟市島見町

指定期間　　平成２２年 4月　１日から
　　　　　　平成２７年３月３１日まで

【鞍手町衛生センター】

【鞍手町大谷自然公園】
指定管理者　株式会社　スピナ
　　　　　　代表取締役　日浅　恭亘
　　　　　　北九州市八幡東区平野

指定期間　　平成２２年 4月　１日から
　　　　　　平成２７年３月３１日まで

指定管理者　有限会社　鞍手衛生舎
　　　　　　代表取締役　竹松　新二
　　　　　　鞍手町大字中山

指定期間　　平成２２年 4月　１日から
　　　　　　平成２７年３月３１日まで

（全員賛成で可決）  




